
三沢市防災会議概要 
 

Ⅰ 開催日時  平成２３年２月１６日（水） １３時３０分 

Ⅱ 場  所  市役所４階 大会議室 

Ⅲ 会議内容 

  １．三沢市防災会議会長（市長） 挨拶 

 

以下、会長が議事進行 

 ２．議案審議：議案第１号「三沢市地域防災計画の修正原案について」事務局説明 

    ○ 地域防災計画とは、  

災害発生時、自治体が執るべき行動等を定めた計画、災害対策基本法４０条

で自治体に定めることを義務づけている。 

地震編・風水害等編・様式、資料編の３編 

     

○ 地域防災計画の作成の背景 

      ⑴ 災害対策基本法で「地域防災計画」の作成が義務化されている。 

      ⑵ 三沢市防災計画作成の経緯 

         作成 昭和４３年１２月 

         修正 昭和５６年、平成３年、平成１３年、平成１８年 計４回 

      ⑶ 地域防災計画の役割 

         災害に強い安全な地域づくり 

         災害発生時に迅速かつ適切な応急対策の実施を行うための計画 

     

○ 今回の主な修正内容 

      ⑴ 風水害・地震編共通 

        ① 災害対策本部組織の見直し  

   指揮系統の一本化が図れる組織編成 

情報収集を行う専門部署の設置 

組織横断型の災害対策本部体制の構築するため、組織を災害対応

目的別に分類 

② 動員計画の見直し 

  風水害編、地震編、国民保護計画の動員計画が独立してすることで

職員が混乱、参集が遅れることに繋がることから、配備区分の統一化

を図った。 



③ 避難対策の見直し 

  ・団体活動センター建物（旧小学校）の避難所指定の解除 

    六川目団体活動センター  織笠団体活動センター  

淋代団体活動センター   谷地頭団体活動センター  

根井団体活動センター 

 ・「第１次避難所、第２次避難所」の表現を修正 

    第１次避難所 → 一時避難場所  

第２次避難所 → 避難所 

④ 語句の修正 

   

      ⑵ 風水害編 

        ① 気象情報の発表基準の改正 

          平成２２年５月２７日より気象警報、注意報の発表区域変更に伴う

警報、注意報の基準の見直されたことに伴う修正 

          ・大雨警報、注意報（雨量基準）  

・洪水警報、注意報（雨量基準、流域雨量指数基準、複合基準） 

・高潮警報、注意報（基準） 

② 洪水予報及び土砂災害警戒情報の掲載 

           土砂災害警戒情報関係について 

            平成２２年７月に三沢市が土砂災害警戒区域に指定を受けたこ

とから土砂災害警戒情報の発表等に係る項目の掲載 

 

⑶ 地震編 

        ① 津波警報等の発表基準の改正 

          ・津波警報、注意報の発表基準を掲載 

          ・津波予報の発表基準を掲載 

⑷ 様式・資料編 

        ① 資料編の修正 

          ・地震編、風水害編の図及び表を資料編に集約 

          ・災害協定の一覧及び詳細内容を掲載 

          ・避難勧告等の判断、伝達マニュアルを掲載 

 

   ３．議案第１号 三沢市地域防災計画の修正原案について 採決 → 原案可決 


